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三和商工会 
〒943-0316 
上越市三和区井ノ口 329-1 
Tel   025-532-2192 
Fax  025-532-2454 

URL    http://wansakasanwa.jp/ 
e-mail  sanwasyo@shinsyoren.or.jp 

(H30.9.1発行 №105) 

■
無
料
法
律
相
談
の
ご
案
内 

商
工
会
無
料
法
律
相
談
が
次
の
と
お
り
開

催
さ
れ
ま
す
。
当
日
の
相
談
費
用
は
無
料
で

す
。
ま
た
秘
密
厳
守
で
行
わ
れ
ま
す
の
で
、
ぜ

ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。 

 ●
日 

時 

９
月
６
日
（
木
）
１０
時
～
１２
時 

会 

場 

大
潟
商
工
会
館 

 ●
日 

時 

９
月
２０
日
（
木
）
１０
時
～
１２
時 

会 

場 

浦
川
原
商
工
会
館 

 

お
申
込
み
は
会
場
商
工
会
ま
た
は 

三
和
商
工
会
ま
で
。 

※
予
約
は
受
付
順
に
な
り
ま
す
。 

 

－金利情報－ 
■㈱日本政策金融公庫 

・普通貸付   1.16%～2.45％ 

・経営改善貸付 1.11% 

■商工貯蓄共済融資 

・運転資金(5年) 2.75%～ 

■産業育成資金 

・運転資金(5年) 1.70%～ 

(H30.8.10現在) 

※条件等により増減する場合があります。 

 

■ご利用ください！商工会の無料専門家派遣事業！ 

商工会には、経営・財務・情報化・生産・技術・創業等で様々な課題を抱えている事業者

の方へ、無料で専門家を直接事業所等に派遣し、専門的・実践的な指導と助言をいただくこ

とにより、諸問題の解決を図る事を目的としたの様々な制度があります。 

  

 こんなとき・・・ 

 ・経営計画を作りたい  ・財務内容を改善したい 

 ・就業規則を見直したい ・商品デザインを見直したい 

 ・新分野進出、新技術の導入をしたい     など 

  専門家の知識とノウハウが活用できます！ 

 

 
来年４月から「働き方」が変わります！ 

２０１９年４月１日から「時間外労働の上限規制導入」や「年次有給休暇の確実な取得」など、働き

方改革関連法が順次施行されます。施行前に下記により就業規則や労務管理他に関して、専門家による

無料相談が受けられます。 

○「新潟県働き方改革推進支援センター」（電話、メール、来所により相談） 

  ・電 話：025-250-5222 （フリーダイヤル：0120-009-229） 

  ・メール：soudan@sr-niigata.jp 

  ・住 所：新潟市中央区東大通 2 丁目-3-26 プレイス新潟 1F 

 ○上越労働基準監督署による「訪問支援」 

  ・商工会に FAX による申込書がありますのでご連絡ください。 

http://wansakasanwa.jp/
mailto:soudan@sr-niigata.jp

